
◎行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律 
（令和五年六月九日法律第四八号）   

一、提案理由（令和五年四月一八日・衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形

成に関する特別委員会） 

○河野国務大臣 おはようございます。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を

改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、新型コロナウイルス感染症等により、社会における抜本的なデジタル

化の必要性が高まっている状況を踏まえ、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及び

マイナンバーカードの利用の推進に関する各種施策を講じ、もって国民の利便性の向上

及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、個人番号等の利用に関する施策について、社会保障制度、税制及び災害対策

に関する分野以外の行政事務においても利用の促進を図るとともに、国家資格に関する

事務等における個人番号の利用を可能とすることとしております。 

 第二に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

ついて改正後の別表に掲げる事務に準ずる事務において個人番号を利用することを可能

とするとともに、情報提供ネットワークシステムにおいて特定個人情報の照会及び提供

を行うことができる者並びに情報の項目について、主務省令で定めることとしておりま

す。 

 第三に、個人番号カードの本人の写真について、申請の日において一定年齢未満の場

合は表示しないとする措置を講ずることとしております。また、医療保険の被保険者証

を廃止することとし、あわせて、所要の場合に、医療機関等を受診する際の資格確認の

ために必要な書面の交付等を求めることができる等の措置を講ずることとしております。 

 第四に、在外公館における国外転出者に対する個人番号カードの交付及び電子証明書

の発行の申請等並びに地方公共団体が指定した郵便局における個人番号カードの交付の

申請の受付等を可能とする措置を講ずることとしております。また、個人番号カード用

利用者証明用電子証明書による電子利用者証明が行われない場合の利用者の確認に係る

措置を定めることとしています。 

 第五に、戸籍及び住民票等の記載事項並びに署名用電子証明書の記録事項に氏名の振

り仮名を追加し、個人番号カードに氏名の振り仮名を記載することとしております。 

 第六に、行政機関の長等が預貯金口座情報等を保有している場合に、書留郵便等によ

り預貯金者に対し一定の事項を通知して同意を得たとき又は一定期間を経過するまでの

間に回答がなかったときは、内閣総理大臣は当該預貯金口座情報を公的給付支給等口座

として個人番号等とともに登録することを可能とすることとしております。 



 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三か月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長報告（令和

五年四月二七日） 

○橋本岳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政

策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上

げます。 

 本案は、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の推

進に関する各種施策を講じ、もって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るこ

とを目的とするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大することとしておりま

す。 

 第二に、在外公館における個人番号カードの交付等に係る手続を整備することとして

おります。 

 第三に、戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することとしております。 

 第四に、行政機関の長等からの預貯金口座情報等の提供による登録の特例を創設する

こととしております。 

 第五に、医療保険の資格確認のために必要な書面の交付等の措置を講ずることとして

おります。 

 本案は、去る四月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会においては、十八日、河野デジタル大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑

に入りました。二十日には参考人から意見を聴取し、二十五日質疑を終局いたしました。

質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月二五日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

一 マイナンバーの利用範囲及び情報連携の拡大に当たっては、マイナンバー制度に対

する国民の不安の払拭に努めるとともに、拡大の必要性について国民に対して丁寧に

説明し、十分な理解を得ること。 



二 法定事務に準ずる事務におけるマイナンバーの利用及び利用事務に係る情報連携に

ついては、本法によって法律改正が今後不要となることに鑑み、国民に広く公開する

とともに、その監視・監督状況を定期的に国会に報告すること。 

三 マイナンバーカードの取得が任意であることに鑑み、マイナンバーカードの取得を

強制しないこと。また、マイナンバーカードを取得していない者に対する不当な差別

的取扱いは行わないようにすること。 

四 マイナンバーカードの利便性の向上を図るとともに、個人情報の漏えい、システム

障害の防止及びセキュリティの向上に万全を期すこと。また、マイナンバーカードを

取得する際の厳格な本人確認を徹底すること。 

五 健康保険証の廃止に伴い、資格確認書の申請漏れ等により現物給付による保険診療

を受けることができない者が生じないよう、保険者が資格確認書を速やかに交付する

など、全ての被保険者が確実に保険診療を受けることができるための措置を講ずるこ

と。 

六 オンライン資格確認等システムの医療機関等における整備を速やかに完了させるた

め、必要な措置を講ずること。また、電子証明書の有効期限切れに伴って医療機関等

での利用に支障が生じないよう、対応について速やかに検討を行い、必要な措置を講

ずること。 

七 マイナンバーカードの券面記載事項については、性別を削除するなど、性の多様性

や人権に配慮するよう検討すること。 

八 マイナンバーカードの交付日数の更なる短縮を図るため、必要な措置を講ずること。

また、マイナンバーカードの紛失・盗難時における速やかな再発行が可能となるよう、

発行体制の在り方について検討すること。 

九 地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの交付の申請の受付等

を開始するに当たっては、過疎地の郵便局における負担の軽減に努めるとともに、必

要な支援を行うこと。 

十 戸籍等の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するに当たっては、本法の趣旨や振り仮

名の届出等に関して、届出等に係る国民や地方公共団体の負担の軽減を図るため、国

民へ丁寧な説明を行うとともに、地方公共団体の業務の支援策を講ずること。また、

高齢者や障害者等、届出等が困難な層に対しては、十分に配慮すること。 

十一 戸籍等の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するに当たっては、本人が現に使用し

ている振り仮名とは異なる振り仮名が記載されることのないよう配慮するとともに、

「戸籍法等の改正に関する要綱」において「幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国

の命名文化を踏まえた運用とする」とされたことに鑑み、今後新しく生まれる名乗り

訓の許容範囲を幅広く担保すること。 

十二 公金受取口座の登録の通知に際しては、登録の趣旨等を国民に広く周知するとと

もに、通知から回答に要する十分な期間を確保すること。なお、本法に基づき登録さ



れた口座の利用目的の拡大や流用は厳に行わないこと。 

三、参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長報告（令和五年六月

二日） 

○鶴保庸介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル

社会の形成等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利

用の促進を図る行政事務の範囲を拡大するとともに、戸籍等への氏名の振り仮名の追

加、預貯金口座情報等の登録の特例の創設、医療保険の資格確認のために必要な書面の

交付等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取したほか、厚生労働委員会との連合審

査会を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、マイナンバーカード関連サービスの誤登録等への

対応、健康保険証を廃止する理由、マイナンバーカードと資格確認書の交付の在り方、

氏名の振り仮名表記の許容範囲等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願い

ます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民の杉尾理事より反対、日本

維新の会の猪瀬委員より賛成、日本共産党の伊藤委員より反対、国民民主党・新緑風会

の芳賀委員より賛成の旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月三一日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 法定事務に準ずる事務におけるマイナンバーの利用及び利用事務に係る情報連携に

ついては、本法によって法律改正が今後不要となることに鑑み、主務省令の制定に当

たっては国民に広く意見を聴くため、その内容について、国民に広く公開すること。

また、その監視・監督状況を定期的に国会に報告し、行政決定過程の透明性を確保す

ること。 

二 本法に基づくマイナンバーの利用範囲及び情報連携の拡大に伴い、地方公共団体等

の事務負担が過大とならないよう配慮すること。 

三 マイナンバーカードの取得が任意であることに鑑み、その取得を強制しないこと。

また、マイナンバーカードを取得していない者に対する不当な差別的取扱いは行わな

いようにすること。 

四 マイナンバー制度の運用に当たって、個人情報の漏えい、システム障害の防止及び

セキュリティの向上に万全を期し、特に医療・介護・福祉事業等のセキュリティ対策



に関して、十分配慮をすること。また、マイナンバーカードを取得・更新するに当た

っては、円滑な更新に配慮しつつ、厳格な本人確認を徹底すること。 

五 マイナンバーカード及び資格確認書が申請に基づいて交付されることを踏まえ、健

康保険証の廃止に伴い、保険料を払っていても、資格確認書の申請漏れ等により無保

険者扱いとされたり、現物給付による保険診療を受けることができない者が生じない

よう、保険者が資格確認書を速やかに交付するなど、全ての被保険者が確実に保険診

療を受けることができるための措置を講ずること。また、資格確認書に関する事務の

円滑な執行に必要な措置を講ずるとともに、その発行に関し追加的な費用負担が可能

な限り生じないよう必要な支援を行うこと。 

六 健康保険証の廃止に伴う医療現場などの影響・混乱を極力防ぐため、発行済み健康

保険証を廃棄しないよう、周知徹底すること。また、認知症患者や寝たきりの高齢者

などの社会的弱者に対しては、発行済み健康保険証を最大一年間有効とみなす経過措

置を踏まえ、遅くともその期間が終了するまでの間に、確実にマイナンバーカード又

は資格確認書により必要な保険診療が受けられるよう、必要な措置を講じること。 

七 健康保険証の廃止に伴い、オンライン資格確認に関する事業主の届出から保険者の

登録までの各種の手続が迅速かつ円滑に行われるよう、国民、事業主及び保険者への

広報・支援に努めること。 

八 医療・介護・福祉施設等の事業者に対して、利用者・入所者等のマイナンバーカー

ドの代理申請や管理などを事実上強制するような施策は厳に行わないこと。 

九 保険料滞納世帯主等への保険料納付の勧奨及び納付に関する相談の機会の確保に際

して、市町村等は、滞納者の納付能力の把握をきめ細かく行うなど、懇切丁寧な対応

に努めること。 

十 滞納者の納付能力に配慮しつつ、短期被保険者証に準ずる運用が引き続き尊重され

ること。本法の施行後、適切に保険料の滞納対策が行われているかを把握し、必要に

応じ、改善に努めること。 

十一 後期高齢者医療において資格証明書を原則発行しない現行の運用方針の考え方を

維持するとともに、周知徹底を図ること。 

十二 健康保険証、短期被保険者証及び資格証明書の廃止に伴う法令運用等に関する検

討に際して、患者・国民、医療・介護現場、保険者などの声・実態を広く聴取しつつ、

運用上十分に配慮すること。 

十三 オンライン資格確認等システムの医療機関等における整備に際しては、地域医療

の確保に支障が生じないよう必要な措置を講ずること。また、電子証明書の有効期限

切れに伴って医療機関等での利用に支障が生じないよう、対応について速やかに検討

を行い、必要な措置を講ずること。 

十四 保険者の資格情報入力のタイムラグ短縮に関して、現場の実情に応じ事業主の事

務負担に配慮した対応を行うこと。 



十五 マイナンバーカードの券面記載事項については、性別を削除するなど、性の多様

性や人権に配慮するよう検討すること。 

十六 マイナンバーカードの交付日数の更なる短縮を図るため、必要な措置を講ずるこ

と。また、マイナンバーカードの紛失・盗難時における速やかな再発行が可能となる

よう、発行体制の在り方について検討すること。 

十七 地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの交付の申請の受付

等を開始するに当たっては、過疎地の郵便局における負担の軽減に努めるとともに、

必要な支援を行うこと。 

十八 戸籍等の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するに当たっては、本法の趣旨や振り

仮名の届出等に関して、届出等に係る国民や地方公共団体の負担の軽減を図るため、

国民へ丁寧な説明を行うとともに、地方公共団体の業務の支援策を講ずること。また、

高齢者や障害者等、届出等が困難な層に対しては、十分に配慮すること。 

十九 戸籍等の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するに当たっては、本人が現に使用し

ている振り仮名とは異なる振り仮名が記載されることのないよう配慮するとともに、

「戸籍法等の改正に関する要綱」において「幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国

の命名文化を踏まえた運用とする」とされたことに鑑み、今後新しく生まれる名乗り

訓の許容範囲を幅広く担保すること。 

二十 公金受取口座の登録通知に不同意の回答をしなければ自動的に登録されることに

ついて、国民に丁寧に周知するとともに、ＤＶ被害者など通知を受け取ることが困難

な層に対して十分に配慮すること。また、通知を受けた国民からの積極的な意思表示

が得られるよう、回答のため十分な期間を確保すること。なお、本法に基づき登録さ

れた口座の利用目的の安易な拡大や流用は厳に行わないこと。 

  右決議する。 

  

 


